
古文書をよもう！

　浜本家文書からみた相生の和船
これは、明治20年（1887）に浜本順太郎（六代目浜本弥七郎）の注文

製作元が作成した契約書の一種です。
タイトルに 「新造船請負証」 と書かれ、冒頭に「日本形チヨキ造り」 の

もしも違約があった場合には、 手付金を「倍返し」するというのもおもし

北部）は江戸時代から近代にかけての和船の製作地としても知られてい

うけ おい

けい やく

さ ぬ きのく にしょうず ぐ んおお べ   むら

した船を製作するにあたり、

「請負書」の製作元の讃岐国小豆郡大部村 （現在の小豆島（香川県）

船の製作を請け負っていたことがわかります。「チヨキ」 とは、 猪牙船と
いう和船で、   関西では 瀬戸内海を往来して小荷物等を運搬する小廻 
し船のことを指します〔写真２〕。

チ ョ  キ

して今回３０円を受け取ることが取り決められていることがわかります。
契約書からは、船の代金が１５０円であること、 そこから手付け金と

ろいですね〔写真３〕。 

た地域で、 この資料から同地と相生との関係をうかがい知ることができ

しょう  ど   しま
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資料の後半部には船の材料についての記載がみられます。
「カジキ（加敷＝根棚（航の両側につける最下部の棚板のこと）」や
「カハラ（航＝和船の船首から船尾に通す板材）」といった、和船独
特の名称がみられるのが特徴的ですね。  このうち、 「カハラ」の長
さが六尋一尺（＝9.3ｍ）とのことですので、  注文された船が比較
的小型であったことがわかります。
各部位によって、材料の木材が杉 ・ 松 ・ 楠 ・ 桧と使い分けられ 

  ね  だな  か  じき

かわら

ているのは、 材質を生かすためだと考えられます。    こうした点が

くすのき ひのきすぎ まつ

わかるのも古文書のおもしろさの一つではないでしょうか。
こ   もん じょ

〔写真１〕　新造船請負証

〔写真５〕　船の材料についての記載
　　　　　がみられる部分

ます〔写真４〕。
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